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2.立地地域の範囲

「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」（以下「法」とい

う。）第3条 1項に基づき、浜岡町（発電所立地町）及び周辺の御前崎町、相

良町、小笠町、大東町の5町を原子力発電施設等立地地域（以下「立地地域J

という。）とする。
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が強く、 lOm/s以上の風が数時間以上続くことはめずらしくない。

lOm/s以上となる年間日数（約 123日）の 5割が 12～3月に集中して

いる。

（イ）経済的条件

立地地域の 5町は、一体性のある海洋性の温暖な気候、豊かな自然

を背景に、古くから農業を中心とした経済圏が形成してきでいる。

立地地域の幹線道路としては、南部の海岸線に沿った国道 150号が

ある。北側には東名高速道路が通っており、地域内のインターチェン

ジは、相良牧之原 ICのlヶ所である。横軸となる幹線道路を結ぶ形

で、国道473号や県道掛川浜岡線、県道掛川大東線等の主要地方道、

一般県道等が縦走して網目状の道路ネットワークを形成している。

御前崎港は、浜岡原発の使用済燃料の積出港であるとともに、地域

内で生産される自動車の輸出港にもなっている。

近年の動向としては、浜岡町への大型ショッピングセンターやホー

ムセンターなどの進出による浜岡商圏の形成、相良町や大東町におけ

る大規の工業団地の整備による雇用創出などが主なものとしてあげ

られる。

（ウ）社会的条件

この地域には鉄道が通っていないため、交通手段は陸路が主体とな

っており、自家用車、パスなどでの移動が主流である。パス路線は、

しずてつジャストライン、相良営業所を中心とする萩間線や鬼女新田

（きじょしんでん）線、浜岡営業所を中心とする浜岡循環線がある他、

御前崎線、大坂線等が地域内の各町を結んでいる。しかしながら、通

学・通勤を除いて地域のパス利用は減っており、道路網を利用した自

家用車での移動、トラックによる物流によって、日常生活、産業活動

の両面における 5町の一体的な結びつきが強くなっている。

立地地域内には高等学校が3校あり、地域内の進学者は当該校と周

辺の地域外の高等学校へ進学している。

消防施設、廃棄物処理、火葬場を浜岡、相良、御前崎の3町の行政

組合が実施しているほか、小笠と大東と地域外市町による火葬場運営

や、東遠広域施設組合によるし尿処理場は立地地域全域を含み運営さ

れている。
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（イ）立地地域の課題

立地地域において各町に共通する主な課題は以下の通りである。

．自然環境の保全

立地地域は駿河湾と遠州灘に囲まれる海岸線と、牧の原台地によ

り形成されており、特に浜岡砂丘と御前崎を有する観光資源は、自

然環境の保全が図られて始めてその価値が見出せるものである。

・交通基盤の整備

立地地域には、東名高速道路相良牧之原インターチェンジが北端

部に位置するほか、隣接する市町に JR東海道新幹線やJR東海道

本線の駅が整備されているが、これら交通基盤へのアクセスが十分

とは言えない。

整備中の静岡空港も含め、基幹交通への連絡が円滑に行われるよ

うな広域交通体系の強化を図ることが重要な課題である。

また、鉄道網を有しない本地域にあっては、鉄道への連絡を含め、

日常生活における移動手段としては、自家用車やパスが中心となっ

ている。

近年、自家用車の保有が進み、パス利用が減少しており、パス路

線の維持も課題の一つである。

－医療・福祉の充実

健康でいきいきとした生活を送るため、必要な保健・医療サービ

スが受けられるよう保健医療体制の充実はもとより、保健・医療・

福祉の連携によるサービス体制の充実を図る必要がある。

立地地域の 65歳以上の高齢者の割合は県平均よりも高くなって

おり、高齢者が安心して生活できる長寿社会を築くため、高齢者の

自立期間を伸ばし、高齢者自身が社会の一員として積極的な役割を

果たしていけるよう、ソフト・ハード両面の充実が必要である。

また、社会変化が進む中で、子育ての負担の軽減を図り、障害の

ある人も豊かで安心して暮らすことの出来るような地域づくりが必

要である。
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ウ 立地地域の社会的経済的発展の方向の概要

（ア）産業構造上の変化

第一次産業は一体性のある海洋性の温暖な気候、豊かな自然を背景

に、農業を中心とした経済圏が定着しており、茶、メロン・慈、花き

等の施設園芸、さつまいも、米が主要作物で農家一戸当たりの生産農

業所得（239万円）は県平均（165万円）より高く、県内有数の農業

地帯を形成している。また、御前崎港を始めとして、駿河湾に面する

2町においては隣接する地頭方、相良を含めた 3港で漁業が営まれて

いる。

第二次産業は、相良町、大東町における工業団地による企業誘致や

電力関連の企業の発展が進んでいる。外部からの人口の流入も含め従

事者は第一次産業から第二次産業への移行が進み、従事者割合は昭和

50年の 31.1%から平成 12年度の45.8%へと大きな伸びを示しており、

中心産業へと変わりつつある。

第三次産業は御前崎や浜岡砂丘における観光業から浜岡を中心と

した商業圏への発展へ流れが進んでいる。これにより、商業及び電力

を含めたサービス業の従事者数は安定した伸びを示している。

（イ）地域の経済的な産業立地特性

立地地域は、浜松市と静岡市の中間に位置し、比較的豊かな土地資

源を生かして、各町において製造業の優良な大企業等の生産工場の立

地をみている。しかしながら、情報関連産業の立地は比較的少なく、

創業者支援や研究開発型のベンチャー企業の育成など、長期的に産業

振興を図る面では、都市部を中心とする県内他地域に比べて立ち遅れ

ている状況にある。

商業等サービス産業については、各町とも中心部の既存商店街が沈

滞傾向となっており、賑わいの創出など活性化が共通の課題となって

いる。一方で郊外型の大規模ショッピングセンターの立地が進んでお

り、今後こうした動きが加速する傾向にあるため、空洞化が進行する

可能性が高いといえる。
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c静岡県総合計画魅力ある“しずおか” 2010年戦略プラン

一富国有徳、しずおかの挑戦一（平成 14年4月）

静岡県は、平成 14年4月に新しい総合計画を策定し、この中で県

民の幸福の増進に資すると同時に、我が国や世界にも貢献するため、

直面する課題や危機の克服に向けた強い関心を呼び起こす基本理念

として「富国有徳」の魅力ある地域づくりを掲げている。

この基本理念の実現に向けた施策の進め方の基本的な考え方とし

て次の3つを掲げている。

自然環境・社会システム・社会資本のバランスのとれた整備・

充実を進める

世界レベルのしずおかの“魅力”をつくり、磨き、発信する

県民を主役に、県民と行政の“協働”を進める

また、分野別の施策の基本方向として次の7つを掲げている。

「環境の世紀」を開く“持続可能な社会”づくり

健康で心ふれ合う“安心社会”づくり

地震災害・事故・犯罪などに備えた“安全社会”づくり

独創性のある“元気な産業”づくり

世界に広がる“出会いと交流”の基盤づくり

未来を拓くために何ができるか“意味ある人”づくり

“多彩な自己表現”の機会づくり

なお、静岡県総合計画地域編においては、原子力発電所の立地に

伴い、周辺環境の監視体制と防災体制の強化を図ることとし、静岡

空港の臨空地域として、環境と共生した地域づくり、新しい臨空型

産業の創出とロジスティック産業の集積、交流機会の創出、国内外

の交流を通じた人づくり、学術・文化・スポーツの交流化の促進を

図ることとしている。
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イ 産業構造、各産業別の状況と動向等

立地地域における就業人口総数（平成 12年）は、 57,279人で、第一

次産業 8,294人 04.5%）、第二次産業 26,248人（45.8%）第三次産

業 22,534人（39.3%）であり、静岡県全体の構成に比べ、第一次・第

二次産業の割合が高い特徴を持っている。

原子力発電所運転開始当初は、農業を主とした第一次産業中心の産

業構造を形成していたが、製造業を主とした第二次産業を中心とした

構造に大きく推移している。第二次産業と第三次産業の構成比率は各

町により若干の特徴による差異があるものの、第一次産業者の第二

次・第三次産業への移動は一貫して同様の傾向を示している。

農業は、茶、メロン・いちご、花き等の施設園芸、米、畜産物が主

要作物で、農家一戸当たりの生産農業所得（239万円）も県平均(165万

円）より高く、県内有数の農業地帯を形成している。特に、茶は、粗生

産額が県全体の茶粗生産額（734億 9千万円）の 14.2パーセント、温室

メロン（県生産額日本一）は県全体(145億 7千万円）の 13.7パーセン

トを、いちごは県全体(119億 l千万円）の 20.2パーセントを占める一

大産地となっている。

工業団地造成による企業の誘致により各町とも第二次産業の従事割

合及び人口増加につながっている。浜岡町や大東町においては、大型

ショッピングセンターの進出などにより、第三次産業の伸びを示して

いる。御前崎町は観光業を主体としたサービス業が盛んであり、第三

次産業が依然として主体である傾向に変わりはない。相良、大東町は、

工業誘致に主体をおいたまちづくりによって、第二次産業の伸びが顕

著に現れており、周辺からの通勤もあることから、小笠町など周辺町

の従事者割合にも影響を与えている。

。，zul
 





③立地地域行財政の状況

ア行財政の現況と動向

発電所立地町の固定資産税や立地町・隣接町への電源三法交付金な

ど、立地地域においては原子力発電所関連の収入による財政への影響

は大きい。財政力指数は立地地域では 0.80で県平均の 0.67を上回っ

ている。経常収支比率は、立地地域で 68.6%と県平均の 75.2%を大きく

下回っており、財政構造は弾力性の高い状態で、町毎には差はあるも

のの、すべてが県平均以下を維持している。

主要な財政分析指標（平成 12年度） ［百万円、%］

歳入総額 歳出総額 地方税 財政力指数※ 経常収支比率
県全体 1,361,593 1,296,576 612,698 0.67 75.2 

立地地域 44,219 40,800 18,010 0.80 68.6 

浜岡町 13,508 11,888 7,793 1目49 52.5 

御前崎町 5,136 4,809 1,354 0.57 74.8 

相良町 9,186 8,696 3,926 0.70 75.0 

小笠町 6,998 6,604 1,592 0.49 73.4 

大東町 9,391 8,803 3,345 0.74 67.2 

※財政力指数は平成 10年度～平成 12年度の3ヶ年平均

出典：［市町村財政の状況］

財政状況の動向 ［百万円、%］

昭和 60年 平成2年 平成7年 平成 12年

県 立地地域 県 立地地域 県 立地地域 県 立地地域

歳入総額 761, 948 25,633 1, 152, 452 35, 842 1, 305, 065 42,064 1,361,593 44,219 

歳出総額 722,373 24, 191 1, 091, 899 34, 068 1, 244, 920 39,288 1, 296, 576 40,800 

地方税 385, 750 8,785 526,492 14, 310 603,948 19, 522 612,698 18, 010 

財政力指数 o. 70 0. 73 。目73 0.85 0. 73 0.90 0.67 0.80 

経常収支比率 69目6 68.2 62. 1 55.2 71. 9 63. 3 75.2 68.6 

出典［市町村財政の状況］
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(2）問題点の整理

①交通施設及び通信施設の整備

ア 交通施設及び通信施設の整備の方針

（交通施設）

道路、鉄道などの交通基盤は、地域内相互の交流を促進させるだけ

でなく、県内外や海外の他地域との人・もの・情報の交流のための重

要な社会基盤となっている。

一方、世界的な規模での大交流・大競争の時代を迎え、全国的に空

港、高速道路、新幹線などの高速交通体系が整備される中、これまで

交通至便といわれた本県も大都市圏の中間に位置する通過地域の印

象があり、このままでは高速交通網の狭間の個性に乏しい地域になっ

ていく恐れもある。

立地地域は、太平洋岸のほぼ中間に位置し、地域の北端部には東名

高速道路相良牧之原 IC、東南端に御前崎港が位置するほか、北側隣

接地には静岡空港の整備が進んでいる。

また、鉄道については、地域の北西側に隣接する菊川町や掛川市に

J R東海道本線駅、掛川市にはJR東海道新幹線駅が整備されている。

しかしながら、立地地域においては、こうした高速・広域交通網と

のアクセスは必ずしも充実しているとは言いがたく、静岡空港の建設

や御前崎港の整備とともに、これらの交通基盤へのアクセスの充実が

求められている。

また、御前崎港は、自動車、楽器等県内で最も工業集積の高い浜松

市を中心とした県西部地域を背後にし、自動車等の交通機関による大

気汚染など環境負荷が懸念される中、モーダルシフト（輸送手段の転

換）を促進する物流拠点としての役割も期待されている。

（地域内交通体系）

道路などの交通基盤は、地域経済の健全な発展に寄与する社会基盤

であるだけでなく、通勤・通学、買物など地域住民の日常生活に不可

欠なものであり、環境や景観に配慮しつつ着実な整備を進めていく必

要がある。

また、高齢者や障害がある人などだれもが安全で快適に社会参加で

きるように、歩道や交通安全施設の整備などにあたっては、ユニバー

サルデザインに配慮した整備が求められるとともに、不幸な交通事故

を撲滅するため交通安全意識の高揚等も重要になっている。
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完成車輸出については、さらに増やしたいという企業の意向があり、

今後も増加する見込みである。

また、背後圏企業からのコンテナ取扱要請が強いため、県内唯一の

コンテナ取扱い港である清水港の補完的な役割を果たしながら、コン

テナも取扱っていく計画である。

②農林水産業、商工業その他の産業の振興

（地域経済）

乙れまで地域経済を支えてきた農業・水産業、製造業、小売業は、

長引く景気の停滞や中国をはじめとしたアジア諸国との競争の激化

などから、非常に厳しい状況におかれており、地域経済の停滞感が一

段と増してきでいる。

特に、大企業と取引関係にある中小製造業は、大企業の海外移転や

生産拠点の圏内再編などに伴い、受注の減少や相次ぐコストダウンを

迫られており、海外移転や倒産・廃業を余儀なくされ、地域経済の空

洞化が懸念されている。

また、国内外での価格競争や従事者の高齢化に悩む農業・水産業、

中小小売業も構造的な問題に直面しており、こうした産業の再活性化

も大きな課題となっている。

（農業）

食料が人間の生命の維持に欠くことのできないものであり、かつ、

健康で充実した生活の基盤として重要なものであるととにかんがみ

ると、安心・安全な食料を合理的な価格で提供する農業は、今後も重

要な産業であるといえる。

担い手や農地の減少などにより、農業生産の規模が縮小傾向にある

一方で、地域で生産された農産物に対する消費者の期待は年々高まっ

ている。立地地域は、茶、メロン、いちごなど本県特産物の主要産地

であり、今後もこれら特産物の生産を維持拡大し、消費者の期待に応

えていくため、中心となる担い手の育成、生産効率を高めるための基

盤の整備や技術の確立・普及、環境への負荷を軽減した生産方式の導

入等が課題となっている。

また、豊かな自然を有する里山、水田、ため池等立地地域の特色あ

る農村景観をだれもが楽しめる憩いの場として保全していくことが

望まれている。
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（地場産業）

地場産業は県内の製造業全体に対し、事業所数で約4割、従業員数

で3割弱、出荷額で2割を占め、生活の質的向上や雇用機会の提供等

の面で地域社会、経済の発展に寄与している。

こうした中、家具、繊維、サンダルなど多くの地場産業では、消費

者ニーズの多様化や高齢化、少子化の進行など、消費構造の変化や中

国，東南アジアからの安価な製品との競合により経営が厳しい状況に

あるほか、経営革新のための ITの導入やマーケティングへの取組み

の遅れなどが問題点となっている。

（企業誘致）

中国をはじめとするアジア諸国の技術力・競争力が高まり、国際競

争が激化する中、企業の海外移転により、生産額の減少や設備投資の

抑制など、産業の空洞化が懸念されており、企業誘致は厳しい状況に

おかれている。このため、産業基盤の整備に加え、優遇策の積極的な

活用や地域特性をアピールすることにより、競争力のある高付加価値

型の企業や雇用の確保に貢献する企業を誘致していく必要がある。

（起業）

産業の情報化、高度技術化が進む中で、企業の新分野や成長分野へ

の進出を促進していくとともに、 ITや先端技術を活かした新事業・

新産業の創出やベンチャー企業の育成を進めていくことが求められ

ている。

このため、新しい才能を評価し、挑戦をサポートする体制や、起業

家が高く評価される社会風土をつくることが必要となっている。

（商業）

商業は、地域住民の生活を支える基盤を形成することから、地域住

民のライフスタイルや人口構成等の実態を見揚え、消費者ニーズに対

応した商業の育成・振興が求められる。

特に今後は、高齢社会の進展や生活者の価値観・ライフスタイルの

多様化、個性化の進展などの時代の変化に対応した多様な商業サービ

スを育成していく必要がある。

また、既存の商店街や郊外型大型店舗、沿道型商業施設等、様々な

商業施設がそれぞれの特色や役割を分担し、魅力ある商業ゾーンを形

成したり、地域のリーダーとなる意欲ある商業者を育成するなど、時

代のニーズに即した商業の振興を図る必要がある。
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④高齢者の福祉その他の福祉の増進

（高齢者福祉）

急速な高齢化の進展に伴い、健康ではつらつとした高齢者が増える

とともに、 75歳以上の後期高齢者やひとり暮らし高齢者等が増え、要

介護者が増加することが予想される。

こうした中で、高齢者が健康でいきいきと暮らせる地域づくりの推

進、また質の高い介護サービスと地域に根ざした保健・福祉サービス

の提供が必要となっている。

（児童福祉）

近年、出生率の低下、核家族化や都市化が進展し、女性の社会進出

が増大するなど、子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化してきて

いる。

とりわけ少子化の進行は、子ども同士のふれあいの機会が少なくな

り、自立性や社会性が育ちにくくなるといった子ども自身への影響を

はじめ、経済や地域社会の活力の低下など様々な影響が懸念されてい

る。

また、施設面においては、予想される東海地震の発生に備え園舎の

耐震整備の促進を図ることが急務とされている。

こうした現状を踏まえ、子どもが健やかに生まれ育つことができる

社会の実現に向けて、総合的、計画的に子育て支援のための環境整備

を推進していく必要がある。

（~章害福祉）

障害のある人の増加、障害の重度化・重複化、高齢化が進む一方、ノ

ーマライゼーションの理念も浸透してきでいる中で、障害のある人が

乳幼児期から高齢期に至るまでライフステージに応じて地域社会の

中で自立した生活を快適に送ることができるようにすることが求め

られている。

（保健）

生涯を通じて健康で充実した生活を送るためには、早期死亡の減少

を含め、健康寿命の延伸や生活の質の向上を実現することが必要であ

り、これを阻害している主な要因であるがん、脳卒中などの生活習慣

病を減らすことが大きな目標となっている。

。，u
O
F

“
 





（原子力地域防災）

浜岡原子力発電所における昨年来の事故・トラブルの相次ぐ発生や、

近年のJc Oの臨界事故、もんじゅのナトリウム漏洩事故を受け、県

民の安全確保のためより一層の努力と地域住民の不安をなくすこと

が求められている。

今後、安全対策の強化、恒久的な地域振興対策の着実な強化ととも

に、原子力防災体制の向上のため、原子力災害対策特別措置法の実効

的な運用、また、地域の防災体制整備として、避難道路、避難施設、

住民への情報伝達システムの早期整備が強く求められる。

⑥教育及び科学技術の振興

（公立小中学校教育施設）

子どもたちが自分の学校に誇りを持ち、夢と希望を抱くことのでき

る教育を実現していくためには、教育内容の充実や教育方法の改善と

ともに、それを担保する施設の整備が必要不可欠である。

また、学校施設のうち、昭和 56年の新耐震基準以前に建築された校

舎、体育館については耐震性に不安があり、避難場所としての安全性

を確保する必要がある。

（集会施設、体育施設、社会教育施設等）

社会変化に伴う人々の多様化・高度化する学習ニーズや生涯学習社

会の進展などの新たな状況に対応するため、スポーツ、文化など様々

な学習ニーズに柔軟に対応し、多様で創意ある学習機会を提供するこ

とが重要である。

また、完全学校週5日制がスタートし、子どもの、自ら学び自ら考

える力や豊かな人間性などの「生きる力」を育成するために、学校、

家庭、地域社会がそれぞれ協力して豊かな社会体験や自然体験などの

様々な活動の機会を子どもたちに提供することが求められている。

こうしたことから、実質的な活動の拠点となりうる集会施設、体育

施設、社会教育施設等の施設について、地域の実情に応じた整備が必

要である。
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2. 立地地域振興の基本的方針

(1）当該立地地域の地域振興の基本方針

立地地域の各町及び広域市町村圏の現行の総合計画等における地域振

興方針は次のとおりである。

浜岡町

〔総合計画の名称〕浜岡町第3次総合開発計画

〔計画期間〕平成 13年度～平成 22年度

〔将来像・テーマ〕「自然と人間性豊かな心のかようまち浜岡」

〔基本方針〕少子高齢化、高度情報化、地球規模での環境への取組みな

ど、町の内外における社会状況の変化に対応し、豊かな自

然環境の保全、快適な生活環境の整備、活発なスポーツや

学習の促進、コミュニティが良く安心して過ごせる福祉の

推進など、浜岡町に住んで、良かったと感じられるまちとす

る。

御前崎町

〔総合計画の名称〕第3次御前崎町総合計画

〔計画期間〕平成 13年度～平成 22年度

〔将来像・テーマ〕「海・風・陽光輝くケープタウン御前崎J

〔基本方針〕（基盤整備）海、港、台地が一体となった快適なまちづくり

を推進する。

（自然との共生）自然とともに生きる環境共生のまちづく

りを推進する。

（産業振興）海、港、太陽、風を活かした活力ある産業の

まちづくりを推進する。

（教育・文化・福祉）健康な心と体を育てるまちづくりを

推進する。

（住民参加）住民と行政のハ。ートナーシヴ7。によるまちづくりを

推進する。
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大東町

〔総合計画の名称〕大東町第三次総合計画

〔計画期間〕平成8年度～平成 17年度

〔将来像・テーマ〕「自然にやさしく心ふれあう躍動のまち」

〔基本方針〕．自然を大切にし、個性豊かなまちづくり

豊かな自然等大東町のつよみや長所を評価し、それらを

積極的に伸ばしていく。

・やさしさとゆたかさを実感できるまちづくり

生活関連の基盤を整備し、各種の福祉・医療施設と介護

の整備を進め、社会的弱者への配慮を忘れずにゆたかで

人に優しいまちづくりをめざす。

．たくましく、躍動するまちづくり

将来を見据えた確実な産業構造の転換を図り、地域社会

の明日を担う「人Jを育て、活力と活気を与える若者の

定着を図っていく。

東遠地区

〔総合計画の名称、〕第4次東遠地区広域市町村圏計画

〔計画期間〕平成 13年度～平成 22年度

〔将来像・テーマ〕「情報と交流のヒューマンネットワークステージ・東遠」

〔基本方針〕・自然環境にやさしい安全で快適な基盤づくり

．充実した暮らしの創造

．創意と工夫で活力ある地域産業の形成

．開かれた行政の推進
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（基本目標の内容）

①総合的な交通ネットワーク機能等の活用

高速道路 IC、鉄道駅、静岡空港につながる交通ネットワーク機能を

高めるとともに、 CAT  Vの情報通信網等を基盤として、これらの機能

を活用することにより、産業の国際化、高速交通化、地域住民の生活圏

の拡大、地域防災対策、立地地域内外の交流等を推進する。

②活力ある多彩な産業の集積と発展

産業基盤強化、生産性の向上など産業高度化の促進を図るほか、情報

産業等の付加価値の高い企業の誘致を進め、活力ある産業の集積や発展

を図る。

また、さまざまな産業分野において、 ITを利用した情報収集・発信機

能の充実、生産管理技術の強化、高付加価値化を推進する。

③安心快適で豊かな、暮らしやすい地域の創造

地球的規模の視点に立って、地域の優れた自然環境、歴史・文化を守

りながら、誰もが安心快適に暮らせるための、防災対策、上・下水道、

地域交通網の生活環境の整備等を進める。

誰もが住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすことのできる地域社会

づくりを進めるため、保健・医療・福祉サービスの充実と質の向上を図

るとともに、一体的なサービスの提供を推進する。

こうした基本的姿勢に基づいて、

－基幹的な道路、鉄道、港湾等の交通施設および通信施設の整備

．農林水産業、商工業その他の産業の振興

生活環境の整備

・高齢者の福祉その他の福祉の増進

防災および国土の保全

－教育および科学技術の振興

の総合的かつ広域的な施策を展開し、立地地域の自立的かつ持続的な発展と

一体的な振興を図ることとする。

なお、具体的施設の整備や振興に係る事業については、当該振興計画に基

づく事業の他、他の計画に基づく事業、県や町の単独事業等を有機的に連携

させながら、立地地域が一体となって効果的、効率的に推進するものとする。
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（県道）

立地地域の県道については、避難路・輸送路として重要な（主）掛川浜

岡線、（主）相良大須賀線、（主）掛川大東線、（ー）中方千浜線の4路線

5箇所の整備を推進する。

（市町村道）

立地地域の市町村道については、国道、県道に接続する路線のうち、特

に避難路・輸送路として重要な 14路線 14箇所について整備を推進する。

（都市計画道路）

立地地域の都市計画道路については、安全で快適な市街地の形成を図る

ため、［都］池新田中央線の整備を推進する。

3.交通確保対策

鉄道やパスは、地域住民の生活に必要不可欠な公共交通機関である。鉄道

網を有しない本立地地域にあって路線パスは、鉄道への連絡手段の一つであ

り、高齢者をはじめとした地域住民の足でもあることから、路線パスの維持

確保を図るため、交通事業者、地元市町村等と連携を図りながら、支援体制

を確保していく。

4.交通安全対策

立地地域内の道路において、安全で快適な通行の確保はもとより、バリア

フリーに配慮した整備を推進する。

5.港湾の整備

重要港湾御前崎港は、立地地域はもとより静岡県西部地域の海上物流拠点

となる女岩地区多目的国際ターミナル（水深 14m岸壁lパース）の建設を

進めており、今後とも取扱貨物量の増加が見込まれるため、必要な港湾施設

の整備・拡充を図る。

また、御前崎を中心とする立地地域の観光振興に資するため、下岬地区緑

地の整備促進を図る。

6.電気通信施設の整備

現在整備されている高速通信網である ADSL網やCATV網をより一層充実さ

せることにより、住民が情報を利活用できる環境を整備する。

また、町の各機関や施設を相互に接続する地域公共ネットワークの整備等、

行政・公共分野の情報化の基盤整備を推進する。
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IV 農林水産業、商工業その他の産業の振興

1 .産業振興の方針

経済のグローバル化、 IT化、環境問題の深刻化など、産業を取り巻く環

境が大きく変化する中で、当該地域においても、東名高速道路、御前崎港、

2006年開港予定の静岡空港などの総合的な交通ネットワーク機能が整備さ

れつつあり、地域の振興を図るためには、こうした地域を取り巻く環境変化

を先取りしながら、地域の特性を生かした“元気のある産業”づくりを進め

ていくととが必要である。

このため、農林水産業における基盤強化、生産性の向上など産業の高度化

の促進を図るほか、情報産業等の付加価値の高い企業の誘致を進めるととも

に、地域の資源を生かした創業ベンチャー育成を積極的に進め、活力ある産

業の集積や発展を図っていく。

また、御前崎などの観光資源を生かした観光業の振興や、郊外の大型店と

連携した地域商業の活性化を進め、一次産業から三次産業までバランスのと

れた産業の振興を図っていく。

2.農林水産業の振興

（農業）

多様な経営体の育成による新たな産地構造の構築、地域の消費者の期待

に応える地場流通の推進、環境への負荷の少ない生産方式の導入、交流を

促進するふれあいの場づくり等に取り組んでいく。

特に、立地地域の農業粗生産額の26%を占める茶について効率的な機

械化体系の導入を推進するとともにメロン、いちごの低コスト・省力栽培

の推進、法人を中心とした水国営農の確立に努めていく。

また、環境への負荷を軽減し、消費者の期待に応える農業生産を行うた

め、農薬や化学肥料の削減や有機物を利用した土づくり等を行う、持続的

農業の普及に取り組んでいく。

（林業）

森林の有する多面的機能を将来にわたり持続的に発揮させることを踏

まえ、重視すべき機能に応じた森林を「水土保全」、「森林と人との共生」、

「資源の循環利用」に区分し、機能に応じた多様な森林づくりを推進する。

特に、海岸線に沿った松林は、松くい虫の被害対策の推進を図る。
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基盤や制度を有効に活用して、工場適地や農村地域工業等導入地区などの豊

富な工業用地に、付加価値の高い企業や雇用の確保に貢献する企業の誘致を

進め、活力のある産業の集積や発展を図る。

6.起業の促進

景気の悪化や国際競争の激化などにより、厳しい環境に置かれている既存

産業の活性化を図っていくためには、起業家精神に富んだ人材の創業を支援

し、競争力のある新事業・新産業を創出していくことが必要である。

このため、（財）しずおか産業創造機構を中核とした地域プラットフォーム

体制の一層の充実により、創業者、ベンチャー企業等が行う研究開発から事

業化までの一貫した支援を行うとともに、 ITを活用した新事業やコミュニテ

イビジネスなどについても積極的な育成を図っていく。

7；商業の振興

郊外型の大型店舗の進出等により、従来の中心市街地の空洞化が深刻化す

る中、商店街を含めた賑わいと魅力ある地域づくりを進めるため、地域が主

体的に取組む商業施設の整備事業や競争力を強化するためのソフト事業を

支援するとともに、まちづくりと一体となった活力ある都市機能の充実を図

る。

また、非常に厳しい地域間競争の中、閉塞的な商業環境を打開するため、

既存商店街の競争力強化に向けた取組みへの支援や次代を担う人材育成等

の各種施策の展開を図る。

-36-





VI 高齢者の福祉その他の福祉の増進

1 .高齢者等の保健・福祉の向上及び増進の方針

少子・高齢化が進む中、がん等の病気を予防・克服じ、長い人生を心身と

もに健康で充実したものにする健康長寿をめざし、年齢、性別、障害の有無

等にとらわれず、お互いの人権や価値観を尊重し合い、多くの活躍の場を持

って心豊かに過ごせるようにすることを基本目標に、健康福祉の充実や社会

参加の促進など、健康で心ふれ合う“安心社会”づくりを推進する。

ライフステージに合わせた健康づくりの推進や、県民が、いつでも、どこ

でも、安心して必要な保健医療サービスが受けられるよう、保健医療体制の

整備水準の向上をめざす。

長寿を喜びの中で迎え、安心して生活できる長寿社会を築くため、高齢者

の自立期間を伸ばし、高齢者自身が社会の一員として積極的な役割を果たし

ていける社会づくりをめざす。また、高齢者が住み慣れた家や地域で自立し

た生活ができるよう、保健・福祉・介護サービスの水準の向上をめざす。

子どもが健やかに生まれ育ち、豊かな人間性を育むことのできる地域づく

りをめざすとともに、誰でも、いつでも必要な保育サービスを受けることが

できる地域環境の整備を図る。

障害のある人の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参

加を促進するため、障害のある人が住み慣れた地域で豊かに安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現をめざす。

2.高齢者の保健・福祉の向上及び増進を図るための対策

すべての高齢者が、健康でいきいきとした生活を送ることができるように、

一人ひとりの健康づくりを推進するとともに、保健サービスの提供により、

健康づくりへの支援を進める。

また、高齢者が元気で生きがいを持って積極的に社会に参加することがで

きるような環境の整備や、寝たきりなどの要介護状態になることを予防する

介護予防、自立した生活を確保するための生活支援サービスの充実等を図っ

ていく。

介護が必要になった場合には、満足度の高い介護サービスを提供すること

ができるように、在宅サービスを基本としながら、在宅サービスと施設サー

ビスのバランスのとれた介護サービス提供基盤の整備を進めるとともに、サ

ービスの質の向上を図っていく。

さらに、高齢者が安心して生活できる長寿社会を築いていくため、地域住
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VII 防災及び国土の保全に係る施設の聾備

1 .防災の方針

「静岡県地域防災計画」に基づき、住民の生命、身体、財産を災害から守

るため、市町村等の防災関係機関と住民が一体となって、災害の予防、応急

対策、復旧等にわたる災害対策の諸施策について総合的かつ計画的な推進を

図る。

特に近い将来に東海地震の発生が予想されることから、大規模な地震によ

る災害から住民を保護するため、被害をできる限り軽減する「減災」をめざ

す。

2. 国土保全の方針

自然災害から住民を守り、安全で住みよい暮らしを実現するため、河川整

備や海岸整備、砂防事業等を総合的かつ計画的に推進する。特に海岸部にお

いては、予想される東海地震による津波対策等の防災対策を併せて推進する。

3.消防救急施設

災害の複雑化、多様化に対応し、効果的な消防活動を確保するとともに原

子力災害の発生又は拡大の防止に資するため、消防施設・設備のより一層の

充実強化を図る。

具体的には、予想される東海地震等大規模災害時や原子力災害時に、住民

等に迅速かつ的確に情報伝達できるよう、市町村防災無線通信設備の整備を

図るとともに、消防ポンプ自動車の整備等消防力の充実強化を図る。

また、救急業務の高度化による高規格救急自動車の整備促進および救急救

命士の養成を図る。

さらに、震災対策として、消防水利の多様化の推進を図るとともに、大規

模災害を考慮し、耐震性貯水槽及び耐震’性を有する防火水槽の整備促進を図

る。

新たな消防需要に対応し、かつ、高度な消防サービスを提供していけるよ

うにするため、小規模消防本部の広域化等消防の対応力強化を推進していく。

4.治山・治水対策等

台風、集中豪雨等の洪水による被害を防止するために、河川改修事業を促

進するとともに、河川環境の保全にも配慮した水辺づくりを推進する。

また、土石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂災害から人命・財産等を守る
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静岡県原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画（事業一覧）

1 基幹的な道路、鉄道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備

事業期間
番号 事業名 事業概要 特例措置 事業実施場所 事業主体

（予定）
の適用

基幹的な道路の整備

Al 道路改築事業（国） 1 5 0号 全体延長L=7, lOOm 相良町大沢～ 静岡県 H9～H18 。相良町堀野新田

A2 道路改築事業（国） 1 5 0号 全体延長L=5, 600m 相良町片浜～ 静岡県 未定
※ 相良町大沢

A3 道路改築事業（国） 1 5 0号 全体延長L=6, 450m 相良町堀野新田～ 静岡県 未定
※ 浜岡町池新田

A4 道路改築事業（国） 1 5 0号 全体延長L=7, 800m 浜岡町池新田～ 静岡県 未定
※ 大東町浜野

A5 道路改築事業（国） 4 7 3号 全体延長L=l, 5 0 Om 相良町菅ヶ谷～ 静岡県 未定
※ 相良町大沢

A6 道路改築事業（国） 4 7 3号 全体延長L=4, 0 3 Om 相良町東萩間～ 静岡県 未定
※ 相良町西萩間

A7 道路改築事業（主）掛川浜岡線E 全体延長L=l, 340m 小笠町嶺回 静岡県 HI l～ 

AS 道路改築事業（主）掛川浜岡線E 全体延長L=l, 740m 浜岡町新野 静岡県 Hll～HZ! 

A9 道路改築事業（主）相良大須賀線 全体延長L=666m 小笠町高橋磯部 静岡県 H8～H18 

AIO 道路改築事業（主）掛川大東線 全体延長L=347m 大東町下土方 静何県 H16～H20 

期間内

事業費 所管省庁

（単位．百万円｝

11,400 国土交通省

未定 国土交通省

未定 国土31:通省

未定 国土交通省

未定 国土交通省

未定 国土交通省

未定 国土交通省

800 国土交通省

200 国土交通省

200 国土交通省



.... __, 

All 

Al2 

Al3 

Al4 

Al5 

Al6 

Al7 

Al8 

Al9 

A20 

A21 

道路改築事業（プ）中方千浜線

道路改築事業町道スカ海岸線

道路改築事業町道長山線

道路改築事業町道須々木大溝線

道路改築事業町道小堤向回線

道路改築事業町道大江男神線

道路改築事業町道 10 6号線

道路改築事業町道頭山線

道路改築事業町道平川嶺回線

道路改築事業町道井矯堂線

道路改築事業町道青葉通り線

全体延長L=4, 0 3 5m 大東町千浜～

小笠町嶺回

全体延長L=500m 御前崎町御前崎

全体延長L=40 Om 御前崎町御前崎

全体延長L=l, 800m 相良町須々木

全体延長L=420m 相良町波津～

相良町須々木

全体延長L=l, 250m 相良町大江

全体延長L=414m 浜岡町比木～

浜岡町佐倉

全体延長L=500m 浜岡町池新回～

浜岡町新野

全体延長L=l, 0 0 Om 小笠町下平川～

小笠町嶺回

全体延長L=70 Om 小笠町下平川～

小笠町下平川

全体延長L=l, OOOm 小笠町下平川～

小笠町棚草

静岡県 Hl5～H2l 800 国土交通省

御前崎町 Hl6～H2l 400 国土交通省

御前崎町 Hl8～H22 200 国土交通省

相良町 Hl3～H22 l,900 国土交通省

相良町 Hl5～Hl6 310 国土交通省

相良町 H20～H23 l, l 00 国土交通省

浜岡町 Hl7～H20 670 国土交通省

浜岡町 Hl7～H20 800 国土交通省

小笠町 H8～H 18 2, 100 国土交通省

小笠町 Hl6～H23 l, 400 国土交通省

小笠町 Hl9～H23 l,200 国土交通省



.,.. 。。

A22 道路改築事業町道西方画橋線 全体延長ι＝l, 800m 小笠町赤土～

小笠町高橋

A23 l道路改築事業町道北村線 全体延長L=l, 700m 大東町国浜～

大東町園浜

A24 道路改築事業町道鷺回糸繰線 全体延長L=l, OOOm 大東町大坂～

大東町三浜

A25 道路改築事業町道矢柄線 全体延長L=l, 200m 大東町大坂～

大東町浜野

A26 都市計画道路池新田中央線 （街路）全体延長L=580m 浜岡町池新田

2港湾の整備

A27 御前崎港改修（重要）事業 防波堤（東） 御前崎町御前崎

L=124. lm 

A28 御前崎港改修（重要）事業 防波堤（西） 御前崎町御前崎

L=6 6. 7m 

A29 御前崎港改修（重要）事業 防波堤（A）改良 御前崎町御前崎

L=67. 7m 

A30 御前崎港港湾環境整備事業 下岬地区緑地 御前崎町下岬

A=2. 6ha 

3電気通信施設の整備

A31 御前崎町地域情報化 －光ケーブル、同軸ケーブル 御前崎町

(CAT V事業） －宅内機器・音声告知放送端末、

電話機、ケーブルモデム端末、

ホームターミナル、 CATV
端末機（各3,200台）

－宅内引込工事

（注）『特例措置の適用J楠の※印の事業については、事業採択時に最終的に判断する。

小笠町 H20～H23 I, 5.00 国土交通省

大東町 HI 1～H19 I. 750 国土交通省

大東町 HI 8～H20 840 国土交通省

大東町 H20～H23 720 国土交通省

静岡県 H13～H19 2,260 国土交通省

国土交通省 S52～H21 3,000 国土交通省

国土交通省 H8～Hl7 2, 200 国土交通省

静岡県 H8～Hl6 253 国土交通省

静岡県 S63～HIS 996 国土交通省

御前崎町 H15～H17 I, 210 総 務 省
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2 農林水産業、商工業その他の産業 の 振 興

番号 事業名 事業槻要

1 農林水産業の振興

B 1 かんがい排水（一般） 農業水利施設 1式
溺川池地区

B2 畑地帯総合整備（担い手育成） 区画整理 40ha 
浜岡地区

B3 畑地帯総合整備（担い手育成） 畑かん施設 346ha 
牧之原浜岡地区 農道 44, 914m 

排水路 33,974皿

B4 畑地帯総合整備（担い手育成） 区画整理 70ha 
合戸・塩原地区

B5 畑地帯総合整備（担い手育成） 区画整理 18ha 
北原地区

B6 畑地帯総合整備（担い手育成） 区画整理 5ha 
行僧原地区

B7 ほ場整備（担い手育成） 区画整理 30ha 
袴地区

BS 畑地帯総合整備（担い手育成） 畑かん施設 277ha 
牧之原御前崎地区 農道 15,355皿

排水路 16, 709皿

B9 畑地帯総合整備（担い手育成） 畑かん施設し 135ha
牧之原相良地区 農道 60, 654m 

排水路 36,018皿

事業期間
期間内

特例措置 事業実施場所 事業主体
（予定）

事業費 所管省庁

の適用 ｛単世．百万円）

浜岡町、小笠町、 静岡県 HI5～HI6 51 農林水産省

大東町

浜岡町 静岡県 HI8～H23 1, 250 農林水産省

浜岡町 静岡県 S48～H25 I, 848 農林水産省

浜岡町 静岡県 HI9～H24 467 農林水産省

浜岡町 静岡県 HI9～H24 267 農林水産省

浜岡町 静岡県 HI9～H24 133 農林水産省

浜岡町 静岡県 HI8～H22 800 農林水産省

御前崎町 静岡県 S48～H25 500 農林水産省

相良町 静岡県 S48～H25 5, 180 農林水産省
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B 10 

B 11 

B 12 

B13 

B14 

B 15 

B 16 

B 17 

B 18 

B19 

B20 

基盤整備促進

涼松・館林地区

基盤整備促進

大江・片浜地区

かんがい排水（一般）

平田用水地区

畑地帯総合整備（担い手育成）

棚草地区

畑地帯総合整備（担い手育成）

牧之原小笠地区

基盤整備促進

平川地区

ほ場整備（担い手育成）

嶺団地区

土地改良総合整備（省力化）

中地区

畑地帯総合整備（担い手支援）

千浜地区

畑地帯総合整備（担い手支援）

大浜地区

土地改良総合整備（担い手育成）

平塚地区

区画整理 14ha 

区画整理 !Oba 

用水路工 5,000阻

区画整理 50ha 

畑かん施設 243ha 
農道 18, 947m 
排水路 13,961皿

用排施設 4,500m

区画整理 88ha 

用水路工 24, 700皿
排水路工 3, 700皿
農道 5,500皿
暗渠排水 13 ha 
畑かん施設 85ha 
暗渠 31ha 
農道 6, 100皿

畑かん施設 141ha 
暗渠 32ha 
農道 4,400m 

用排水路工 4,500m 
農道 I, 600皿

相良町 相良町 H20～H24 168 農林水産省

相良町 相良町 H19～H23 160 農林水産省

小笠町、大東町 静岡県 HIS～H24 714 農林水産省

小笠町 静岡県 H20～H25 400 農林水産省

小笠町 静岡県 S48～H25 1,240 農林水産省

小笠町 小笠町 HIS～H21 300 農林水産省

小笠町 静岡県 H19～H24 I, 200 農林水産省

小笠町、大東町 静岡県 H7～H15 108 農林水産省

大東町 静岡県 HI l～HI 7 I, 197 農林水産省

大東町 静岡県 HIO～HI 7 1,007 農林水産省

大東町 静岡県 H17～H21 200 農林水産省
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B21 

B22 

B23 

B24 

B25 

B26 

B27 

B28 

基盤整備促進

大坂地区

（団体営）農村振興統合

蛭ヶ谷地区

（団体営）農村整備統合

小笠地区

（団体営）農村整備統合

小貫地区

2 農道、林道および漁港関

連道の整備

広域営農団地農道整備

榛南地区

一般農道整備

掛川高瀬2期地区

一般農道整備

高天神地区

一般農道整備

高天神2期地区

用水路 4,000m 

区画整理 12ha 
集道 !, 670皿
用地 2, 000 rri 

用排施設 10,000m 
農道 15,000皿

用排施設 500皿
農道 500皿

農道 9, 730m 

農道 1,400皿

農道 1,900皿

農道支線

大東町 大東町 H20～H23 300 農林水産省

相良町 相良町 H9～H17 290 農林水産省

小笠町 小笠町 Hl 1～H20 1,853 農林水産省

大東町 大東町 H17～H19 120 農林水産省

相良町 静岡県 S57～H16 543 農林水産省

大東町 静岡県 H4～Hl5 148 農林水産省

大東町 静岡県 HIO～HIS 205 農林水産省

大東町 静岡県 H9～H23 614 農林水産省
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3 生活環境の整備

番号 事業名

簡易水道、下水処理施設

等の整備

c 1 浜岡町公共下水道事業

（池新田処理区）

C2 浜岡町特定環境保全公共下水道

事業

（高松処理区）

C3 農業集落排水

比木地区

C4 農業集落排水

新野地区

C5 大東町公共下水道事業

C6 農業集落排水

士方地区

C7 農業集落排水事業

中地区

C8 相良町公共下水道事業

C9 小笠町公共下水事業

CIO 農業集落排水事業

丹野南地区

事業概要 特例措置

の適用

計画処理人口 13,400人

計画面積459.Oha 
計画汚水量 8,700皿3／日

計画処理人口 3,750人

計画面積 150.0ha
計画汚水量 2.100皿3／日

処理施設1式

処理施設1式

計画処理人口 13,600人

計画面積47lha
計画汚水量7,720m3／日

処理施設1式

処理施設l式

計画処理人口 8,400人

計画面積 208ha
計画汚水量 6,000m3／日

計画処理人口 14,200人

計画面積447ha
計画汚水量 6,800m3／日

処理施設1式

事業期間
期間内

事業実施場所 事業主体
（予定）

事業費 所管省庁

｛単位・百万円｝

浜岡町 浜岡町 H3～Hl9 17, 721 国土交通省

浜岡町 浜岡町 H6～Hl9 5, 773 国土交通省

浜岡町比木 浜岡町 H7～HIS 1,874 農林水産省

浜岡町新野 浜岡町 HIO～Hl6 2,463 農林水産省

大東町 大東町 H7～H25 13, 788 国土交通省

大東町土方 大東町 HIO～Hl8 2, 913 農林水産省

大東町中 大東町 Hl7～H22 2,486 農林水産省
c 

相良町 相良町 Hl9～ 650 国土交通省

（予定）

小笠町下平川他 小笠町 Hl8～ 4, 300 国土交通省

（未定）

小笠町丹野 小笠町 Hl9～H23 536 農林水産省
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c 11 

Cl2 

c 13 

c 14 

c 15 

c 16 

2 その他生活環境の整備

都市公園事業

ci兵岡町総合公園）

都市公園事業

（ふるさとむら公園）

都市公園事業（緑化重点地区）

～（黒沢公園）

都市公園事業（緑化重点地区）

（さくら堤公園）

都市公園事業（緑化重点地区）

（赤土公園）

都市公園事業

（緑と文化の丘公園）

整備面積 A=47. 5ha 浜岡町佐倉 浜岡町 H20～H30 600 国土交通省

園路・広場

便益施設（便所等）

修景施設（植栽等）

休養施設（ベンチ等）

体育館（他事業）

武道館（他事業）

整備面積 A-6. 3ha 大東町大坂 大東町 H20～H30 300 国土交通省

園路・広場

遊戯施設

整備面積 A=O. 2 5ha 小笠町下平川 小笠町 Hl5～Hl6 50 国土交通省

園路・広場

遊戯施設

便益施設

整備面積 A=O. 2 5ha 小笠町赤土 小笠町 H20～H25 50 国土交通省

園路・広場

遊戯施設

便益施設

整備面積 A=O. 7 6ha 小笠町赤土 小笠町 HI 7～H22 200 国土交通省

園路・広場

遊戯施設

便益施設

整備面積 A=lO. 7ha 相良町菅ヶ谷・大沢 相良町 Hl8～H22 2,000 国土交通省

園路・広場

運動場
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5 防災及び国土の保全に係る施設の整備

番号 事業名 事業概要

消防救急施設

El 消防防災施設等整備事業 消防ポンプ自動車 2台
(Hl6、18)

高機能情報通信対応防災

無線通信設備 1式（H22)

E2 消防防災施設等整備事業 耐震性貯水柑 30基

(Hl5～22) 
消防団拠点施設等整備事業

2棟（Hl6、17)

E3 消防防災施設等整備事業 消防ポンプ自動車 2台
(Hl6、17)

高機能情報通信対応防災

無線通信設備 1式（H22)

E4 消防防災施設等整備事業 防火水槽 9基（Hl5～22)
耐震性貯水槽 3基（Hl6)

小型動力ポンプ付積載車
7台 (HJ5、16)

消防団拠点施設等整備事業

3棟（H20、21、22)

E5 消防防災施設等整備事業 消防ポンプ自動車 1 1台
(Hl6～H22) 

E6 消防防災施設等整備事業 消防団拠点施設等整備事業

3棟（Hl5、19、22)
耐震性貯水槽 28基

(H15～22) 

E7 消防防災施設等整備事業 消防ポンプ自動車 5台
(Hl5～Hl9) 

一_J
~ c 一一一一一二－~~二

事業期間
期間内

特例措置 事業実施場所 事業主体
（予定）

事業費 所管省庁

の適用 （単位：百万円）

浜岡町 浜岡町 Hl6～H22 33 消防庁。
浜岡町 浜岡町 Hl5～H22 220 消防庁

御前崎町 御前崎町 Hl6～HI 7 190 消防庁

Oo 
H22 

御前崎町 御前崎町 Hl5～H22 304 消防庁

相良町 相良町 日16～H22 132 消防庁。
相良町 相良町 H15～H22 558 消防庁

小笠町 小笠町 'H15～H19 75 消防庁。
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ES 

E9 

EIO 

E 11 

E12 

E 13 

El4 

E 15 

消防防災施設等整備事業

消防防災施設等整備事業

消防防災施設等整備事業

消防防災施設等整備事業

消防防災施設等整備事業

2 治山・治水対策

菊川河川l改修事業

萩関川広域基幹河川改修事業

簸川統合河川整備事業

耐震性貯水槽 24基
(H15～H22) 

消防ポンプ自動車 4台
(H15、16、17、20)

耐震性貯水槽 22基

(H15～H22) 

消防ポンプ自動車 l台
(H19) 

水槽付消防ポンプ自動車

1台（H18)
屈折はしご付消防ポンプ

自動車1台 (Hl 7) 

救急、業務高度化資機材緊急

整備 3台 (H15、20、21)

消防緊急通信指令装置一式
(H!6) 

小型動力ポンプ付水槽車

1台（H22)

捷水路 I, 800m 

築堤、護岸 4,750皿

掘削、護岸 7,100皿

小笠町 小笠町 H15～H22 144 消防庁

大東町 大東町 Hl5～H20 58 消防庁。
大東町 大東町 日15～22 430 消防庁

浜岡町 相良町外 2 H15、17～21 224 消防庁

町広域施設

組合。

浜岡町 相良町外 2 H16、22 255 消防庁

町広域施設

組合

小笠郡大東町 国 HI～H18 9, 500 国土交通省

榛原郡相良町 静岡県 H5～H35 6, 500 国土交通省

小笠郡浜岡町 静岡県 S32～H29 2,054 国土交通省

榛原郡御前崎町
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E16 佐束川統合河川整備事業 護岸 3,450m 小笠郡大東町

E17 唐沢通常砂防事業 砂防えん堤工 l基 浜岡町上朝比奈

浜岡町

E 18 落居地すべり対策事業 地下水排除工L=4,670m 相良町落居

相良町

3 漁港・港湾高潮対策

E 19 御前崎海岸高潮対策事業 護岸 854m 御前崎町

E20 相良海岸高潮対策事業 堤防（耐震補強） 3, 180m 相良町

津波・高潮防災ステーション

E21 地頭方漁港海岸高潮対策事業 陸閑電動遠隔化 3基 口 榛原郡相良町新庄地

先

（注） E 14及びE15について、「期間内事業費」は当該事業の全事業期間内の事業費を記載

静岡県 S44～H17 !, 607 国土交通省

静岡県 H13～H16 130 国土交通省

静岡県 H9～HIS 420 国土交通省

静岡県 H9～H15 706 国土交通省

静岡県 S43～H19 6,356 国土交通省

相良町 平成 12～ 60 水産庁

1 5年度
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6 教育及び科学技術の振興

番 号 事業名

公立小中学校等教育施設の

整備

F 1 義務教育施設相良町

校舎

新増改築事業

F2 義務教育施設小笠町

校舎

新増築事業

F3 義務教育施設御前崎町

屋内運動場

新増改築事業

F4 義務教育施設相良町

屋内運動場

新増改築事業

F5 義務教育施設榛原郡相良町外

1ヶ町小笠郡菊川町学校組合

屋内運動場

新増改築事業

F6 義務教育施設小笠町

屋内運動場

新増改築事業

事業概要 特例措置

の適用

萩問小 改築 840ぱ

新増築 33ぱ 。
岳洋中 新増築 445m 。
御前崎中 改築 I, 138 m 

新増築 262 m 。
①萩間小 改築 111 m 

新増築 123 m 

②相良小 改築 1, 161 m 。
新増築 54m 

③地頭方小改築 919ぱ

牧之原中 改築 1, 016 m 

新増築 130 m 。
①岳洋中 改築 744ぱ

新増築 594m

②小笠北小改築 n2rr:l 

新増築 ss1rr:l 。
③小笠東小改築 650ぱ

新増築 469 m 

④小笠南小・改築 610 m 

新増築 484m

事業期間
期間内

事業実施場所 事業主体
（予定）

事業費 所管省庁

［単世：百万円）

相良町黒子 相良町 HIS 266 文部科学省

小笠町下平川 小笠町 H21 100 文部科学省

相良町新圧 御前崎町相 Hl9 398 文部科学省

良町学校組
Zロ〉、

相良町黒子 相良町 H20 247 文部科学省

波津 H21 334 

地頭方 H22 254 

相良町東萩間 榛原郡相良 Hl6 318 文部科学省

町外 1ヶ町

小笠郡菊川

町学校組合

小笠町下平川 小笠町 日17 268 文部科学省

嶺回 Hl8 224 

川上 日19 224 

高橋 H20 219 
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F7 

FS 

F9 

FIO 

Fil 

F 12 

義務教育施設相良町

耐震補強事業

義務教育施設榛原郡相良町外

1ヶ町小笠郡菊川町学校組合

耐震補強事業

義務教育施設御前崎町

格技場

改築事業

義務教育施設大東町

格技場

新築事業

義務教育施設相良町

プール
改築事業

義務教育施設大東町

プール
新築事業

相良中 校舎 660 rri 

牧之原中 校舎 2, 453 rri 

御前崎中 改築 400ぱ

①城東中 新築 I, 000 rri 
②大浜中 新築 I, 000 rri 

①菅山小 水面積 425rri 
②相良中 水面積 425rri 
③地頭方小水面積 425rri 

土方小 水面積 525 rri 

~ 

相良町相良 相良町 Hl7 40 文部科学省

。
相良町東萩間 榛原郡相良 H22 235 文部科学省

町外 1ヶ町。
小笠郡菊川

町学校組合

相良町新庄 御前崎町相 Hl9 110 文部科学省

良町学校組
i仁hl 

大東町土方 大東町 Hl7 300 文部科学省

大東町大坂 HIS 300 

相良町西山寺 相良町 Hl7 167 文部科学省

相良町相良 Hl8 167 
相良町地頭方 Hl9 J67 

大東町土方 大東町 Hl5 275 文部科学省
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